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（
地
域
観
光
振
興
計
画
の
作
成
等
の
提
案
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
者
）

第
八
条

法
第
十
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者

は
、
地
方
公
共
団
体
が
出
資
す
る
法
人
そ
の
他
そ
の
構

成
員
又
は
出
資
者
の
構
成
か
ら
み
て
地
域
観
光
振
興
事

業
の
推
進
を
図
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ
る
法

人
と
す
る
。

（
地
域
観
光
振
興
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
九
条

法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
計
画
提
案
を
行
お

う
と
す
る
者
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
当
該
提
案
に
係
る
地
域
観

光
振
興
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
市
町
村
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
防
衛
庁
告
示
第
百
三
十
八
号

海
上
に
お
け
る
試
験
射
撃
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日防

衛
庁
長
官

大
野

功
統

期

間

平
成
十
七
年
八
月
十
六
日
か
ら
同
月
十
八
日

ま
で
（
予
備
日
、
同
月
十
九
日
及
び
同
月
二

十
日
）
の
毎
日
〇
六
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま

で

実
施
区
域

豊
後
水
道
南
方
の
次
の
Ê
か
ら
Ï
ま
で
の
六

地
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Ï

の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
三
一
度
四
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

Ë

北
緯
三
一
度
三
六
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

Ì

北
緯
三
一
度
三
六
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

Í

北
緯
三
一
度
二
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

Î

北
緯
三
一
度
四
二
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

Ï

北
緯
三
一
度
四
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

実
施
艦

自
衛
艦
四
隻

そ
の
他

一

試
験
射
撃
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が

存
在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に

船
舶
等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な

が
ら
実
施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
（
夜

間
は
紅
灯
）
を
掲
揚
す
る
。

三

前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界

測
地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
八
十
七
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
久
井
郡
津
久
井
町
及
び

同
郡
相
模
湖
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
相
模
原
市
に
編
入

す
る
旨
、
神
奈
川
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
そ
の
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
八
十
八
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
天
田
郡
三
和
町
、
同
郡
夜

久
野
町
及
び
加
佐
郡
大
江
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
福
知

山
市
に
編
入
す
る
旨
、
京
都
府
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
八
十
九
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
船
井
郡
園
部
町
、
同
郡
八

木
町
、
同
郡
日
吉
町
及
び
北
桑
田
郡
美
山
町
を
廃
し
、
そ

の
区
域
を
も
っ
て
南
丹
市
を
設
置
す
る
旨
、
京
都
府
知
事

か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
九
十
号

町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
与
謝
郡
加
悦
町
、
同
郡
岩

滝
町
及
び
同
郡
野
田
川
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て

同
郡
与よ

謝さ

野の

町ち
よ
うを
設
置
す
る
旨
、
京
都
府
知
事
か
ら
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
九
十
一
号

市
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
伊
那
郡
上
村
及
び
同
郡

南
信
濃
村
を
廃
し
、そ
の
区
域
を
飯
田
市
に
編
入
す
る
旨
、

長
野
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
九
十
二
号

市
町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
筑
摩
郡
明
科
町
、
南
安

曇
郡
豊
科
町
、
同
郡
穂
高
町
、
同
郡
三
郷
村
及
び
同
郡
堀

金
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
安あ

曇づ
み

野の

市し

を
設
置
す

る
旨
、
長
野
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
九
十
三
号

町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
県
郡
長
門
町
及
び
同
郡

和
田
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
同
郡
長な

が

和わ

町ま
ち

を
設

置
す
る
旨
、
長
野
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
九
十
四
号

町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
水
内
郡
牟
礼
村
及
び
同

郡
三
水
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
同
郡
飯い
い

綱づ
な

町ま
ち

を

設
置
す
る
旨
、
長
野
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
九
十
五
号

村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
筑
摩
郡
本
城
村
、
同
郡

坂
北
村
及
び
同
郡
坂
井
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て

同
郡
筑ち
く

北ほ
く

村む
ら

を
設
置
す
る
旨
、
長
野
県
知
事
か
ら
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。右

の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
そ
の
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
八
百
九
十
六
号

町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
木
曽
郡
木
曽
福
島
町
、
同

郡
日
義
村
、
同
郡
開
田
村
及
び
同
郡
三
岳
村
を
廃
し
、
そ

の
区
域
を
も
っ
て
同
郡
木き

曽そ

町ま
ち

を
設
置
す
る
旨
、
長
野
県

知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎
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